（別紙様式２）
 (
案件ごとに、
設定する
評価項目により
適宜修正
されます。
) (
ＷＴＯ案件以外
用
)令和　　年　　月　　日
（あて先）
広島市長


〔申請者〕
所在地　　      　　　      　　　　　　　
商号又は名称　　　　　                   　　 　
代表者                               　   

社会的評価項目の実績調書

次の「社会的評価項目の実績」のうち、☑を記したものについては、公告等に定める審査基準を満たす実績があることを申請し、その実績を証明する資料を別添のとおり提出します。
なお、実績を証明する資料として提出する書類については、事実と相違ないことを誓約します。
また、誓約したにも関わらず、万一、虚偽の記載が認められた場合には、指名停止等いかなる措置を講じられても一切異議の申し立ては致しません。

	社会的評価項目の実績
	証明する資料

	□⑴　障害者施策に対する取組実績があること。
【評価対象の実績】
障害者雇用促進法第４３条第７項の規定による厚生労働大臣への報告義務が
ア　ある場合は申請日（基準日）直前の６月１日現在において
イ　ない場合は申請日（基準日）において
	次のいずれかの書類を提出します。

ア　厚生労働大臣への報告義務がある場合は、公共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告書（事業主控）」の写し
イ　厚生労働大臣への報告義務がない場合は、「障害者雇用状況調書（別紙様式１）」

	□①　障害者雇用率が２．５％以上５．０％未満です。
	

	□②　障害者雇用率が５．０％以上です。
	

	□⑵　環境施策に対する取組実績があること。
【評価対象の実績】
本市と契約を締結する権限を有している広島市内の事業所が、次の①から④までのいずれか（☑を記したもの）について、認証取得又は認証・登録し若しくは認定を受けています。
	次のいずれかの書類を提出します。

	□①　IＳＯ１４００１を認証取得
	登録証及び認証範囲の分かる付属書の写し(認証された事業所・範囲、有効期限が確認できるもの)

	□②　IＳＯ１４００５を認証取得
	

	□③　エコアクション２１の認証・登録
	登録証及び認証範囲の分かる付属書の写し(認証された事業所・範囲、有効期限が確認できるもの)

	□④「ひろしまエコ事業所認定制度」の認定
	認定証の写し

	□⑶　子育て支援施策に対する取組実績があること。
【評価対象の実績】
次の①から③までのいずれか（☑を記したもの）について実績があります。
	次のいずれかの書類を提出します。

	□①　（常時雇用する労働者の数が１００人以下の事業主）次世代育成支援対策推進法第１２条第５項の規定に基づく一般事業主行動計画を策定しています。
	①　所轄都道府県労働局長に提出した一般事業主行動計画の写し（受付印のあるもの）

	□②　（常時雇用する労働者の数が１０１人以上の事業主）一般事業主行動計画に関し、次世代育成支援対策推進法第１３条又は第１５条の２による認定を受けています。
	②　所轄都道府県労働局長が発出した基準適合（認定）一般事業主認定通知書の写し

	□③　申請日（基準日）前５年以内に、次のア及びイのいずれか（☑を記したもの）について実績があります。
	次のいずれかの書類を提出します。

	□ア　こども家庭庁が行う「未来をつくる　こどもまんなかアワード」を受けています。
	ア　表彰状の写し

	□イ　広島市安全なまちづくり功労表彰を
□　受けています。
□　団体の構成員として受けています。
	イ　表彰状の写し（団体の構成員として受賞している場合にあっては、表彰状の写しに加えて、その団体の構成員である旨を証する代表者による証明書（様式は任意））

	□⑷　男女共同参画に対する取組実績があること。
【評価対象の実績】
申請日（基準日）前５年以内に、次の①及び②のいずれか（☑を記したもの）について実績があります。
	次のいずれかの書類を提出します。

	□①　内閣府が行う女性のチャレンジ支援策に基づく「女性のチャレンジ賞」、「女性のチャレンジ支援賞」又は「女性のチャレンジ賞特別部門賞」を
□　受けています。
□　代表者として受けています。
	①　表彰状の写し

	□②「広島市男女共同参画推進事業者表彰（一般表彰又は特別表彰）」を受けています。
	②　表彰状の写し

	□⑸　女性の職業生活における活躍の推進の取組実績があること
【評価対象の実績】
次のア及びイのいずれか（☑を記したもの）について実績があります。
	次のいずれかの書類を提出します。

	□ア　常時雇用する労働者の数が１００人以下の事業者の場合
申請日（基準日）において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第８条第７項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、所轄都道府県労働局長に届け出ています。
	ア　所轄都道府県労働局長に届け出た一般事業主行動計画の写し（受付印のあるもの）

	□イ　常時雇用する労働者の数が１０１人以上の事業者の場合
申請日（基準日）において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第８条第１項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、所轄都道府県労働局長に届出をし、同法第９条又は第１２条の規定に基づく厚生労働大臣の認定を受けています。
	イ　所轄都道府県労働局長が発行した基準適合（認定）一般事業主認定通知書の写し

	□⑹　青少年の雇用の促進等への取組実績があること

【評価対象の実績】
申請日（基準日）において、青少年の雇用の促進等に関する法律第１５条に基づく認定を受けています。
	次の書類を提出します。

各都道府県労働局が交付する基準適合事業主認定通知書の写し

	□⑺　ビジネスと人権に関する取組実績があること
	次のいずれかの書類を提出します。
⑴　「Myじんけん宣言」の写し
⑵　公開の人権方針の写し

	□⑻　「女性と若者が輝く企業」の認定を受けていること。

【評価対象の実績】
申請日（基準日）において、広島市長から「女性と若者が輝く企業」の認定を受けています。
	次の書類を提出します。

広島市が交付する「女性と若者が輝く企業」認定証の写し

	□⑼　広島市内在住の失業者の雇用実績があること。
【評価対象の実績】
申請日（基準日）前３年以内に、広島市内在住の失業者１人以上を正規従業員として採用し、申請日（基準日）現在も継続して雇用しています。

令和　　年　　月　　日に離職した広島市　　　
　 　　区在住の者を令和　　年　　月　　日から正規従業員として雇用し、申請日（基準日）現在も継続して雇用しています。

〔失業者の雇用人数〕
上記を含めて審査基準を満たす失業者を　　人雇用しています。
	次の①及び②の証明する資料を提出します。
①　失業者を雇用したことを証明する次のいずれかのもの
ア　雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
イ　雇用保険日雇労働被保険者手帳の写し
②　広島市内在住の者を正規従業員として雇用したことを証明する次のすべてのもの
ア　労働条件通知書の写し
イ　健康保険被保険者証の写し（住所が記載されているところを含む。）
※健康保険法の適用事業所でない場合は国民健康保険被保険者証及び賃金台帳の写しを提出
※必ず「保険者番号及び被保険者等記号・番号」を隠してコピーしたものを提出
※令和６年１２月２日からの健康保険証の新規発行の終了に伴い、健康保険証等の写しを提出できない場合は、当該従業員の現住所を証明できる書類及び賃金台帳の写しを提出

	□⑽　生活困窮者就労訓練事業への取組実績があること

【評価対象の実績】
申請日（基準日）において、広島市長から生活困窮者自立支援法第１６条第１項に基づく「生活困窮者就労訓練事業」の認定を受けています。
	次の書類を提出します。

広島市が交付する生活困窮者就労訓練事業認定通知書の写し

	□⑾　若者の就業支援への取組実績があること

【評価対象の実績】
次の①及び②のいずれか（☑を記したもの）について実績があります。
	次の書類を提出します。



	□①　申請日（基準日）前３年以内に、地域若者サポートステーション事業実施要綱に基づく地域若者サポートステーション事業（厚生労働省が行う事業）として、市内に居住する若者事業者等を対象とした職場見学・就業体験を実施しています。
	地域若者サポートステーション事業の実施団体が交付する証明書の写し


	□②　申請日（基準日）前３年以内に、中学校等（広島市内に所在するもの）が実施する職場体験学習又は大学、短期大学若しくは高等学校等（いずれも広島市内に所在するもの）が実施するインターンシップを、１回以上受け入れた実績があります。
	ア　広島市内に所在する中学校又は高等学校からの職場体験の受入れに係る依頼書の写し（申請事業者側における職場体験の受入れを確認した後に、中学校等が実施日、参加に係る学年等を記載した上で送付する依頼文書）
イ　広島市内に所在する大学、短期大学、高等学校等との間で締結したインターンシップの受入れに係る覚書、契約書等の写し

	□⑿　暴力団離脱者の社会復帰支援事業における協力事業所として登録の実績があること

【評価対象の実績】
申請日（基準日）において、（公財）暴力追放広島県民会議が行う暴力団離脱者の社会復帰支援事業における協力事業所として登録されています。
	次の書類を提出します。

（公財）暴力追放広島県民会議が交付する暴力団離脱者社会復帰支援事業協力事業所登録証明書の写し

	□⒀　消防団活動への協力実績があること
【評価対象の実績】
申請日（基準日）において、広島市消防団協力事業所表示制度実施要綱に基づく認定を受けています。
	次の書類を提出します。

広島市が交付する表示証交付認定書の写し

	□⒁　まちの美化活動への取組実績があること。
【評価対象の実績】
次の①から③までのいずれか（☑を記したもの）について実績があります。
	左記の実績に応じた証明する資料を提出します。

	　□①　申請日（基準日）前５年以内に、「広島市環境美化功労者表彰」を受賞しています。
	①　「広島市環境美化功労者表彰」の写し

	□②　申請日（基準日）前１年以内に、次のアからエまでのうち、☑を記したものについて実績があります。
	②　次の書類を提出します。

	□ア「広島市まちの美化に関する里親制度」としての清掃活動を行っています。
	ア「広島市まちの美化に関する里親制度」の覚書及び里親活動報告書(広島市まちの美化に関する里親制度実施要領別記様式４号)の写し

	□イ「広島市クリーンボランティア支援事業」による清掃活動を行っています。
	イ　クリーンボランティア参加申込書及び活動記録簿（活動状況写真を含む。）（様式は任意）

	□ウ「広島県アダプト制度」による清掃活動による清掃活動を行っています。
	ウ　アダプト活動団体認定証、広島県アダプト制度に関する契約書及びアダプト活動記録簿（活動状況写真を含む。）の写し

	□エ「国土交通省広島国道ボランティア・ロード」による清掃活動を行っています。
	エ　広島国道ボランティア・ロード協定書及び活動記録簿（活動状況写真を含む。）（様式は任意）

	□③　申請日（基準日）前1年以内に広島市内の公共の場所で公共団体又は公共的団体による清掃活動に、事業所として２回以上参加した実績が次のとおりあります。
	　　区分
	活動内容

	
１
回
目
	事業名
	

	
	主催者
	

	
	期日
	令和　　年　　月　　日
（活動時間約　　　　　）

	
	場所
	広島市

	
	概要
	歩道・公園・河川・その他（　　　　　　　　）
事業所としての参加者数約（　　　　　）人

	
２
回
目
	事業名
	

	
	主催者
	

	
	期日
	令和　　年　　月　　日
（活動時間約　　　　　）

	
	場所
	広島市

	
	概要
	歩道・公園・河川・その他（　　　　　　　　）
事業所としての参加者数約（　　　　　）人



	③　左記の清掃活動を、事業所として継続的に参加したことが客観的に証明できるいずれかの資料を提出します。
· 感謝状
· お礼状
· 清掃活動参加確認書（参考様式１）
· その他（　　　　　　　　　　　　　）

	□⒂　花と緑にあふれる美しいまちづくりの取組実績があること。
【評価対象の実績】
申請日（基準日）において、「花と緑の広島づくりネットワーク」に登録し、かつ、次の①から③までのいずれか（☑を記したもの）について実績があります。
	次のいずれかの書類を提出します。
あわせて、以下の事実に関し、事業の主管課に対し確認されることについて同意します。
・「花と緑の広島づくりネットワーク」への登録
・「広島市グリーンパートナー事業」又は「広島市ふれあい樹林事業」への参加

	□①　町内会、商店街振興組合等の地縁団体と協働して、地域における花壇づくりに取り組んでいます。
	①　花壇づくり協働取組確認書
（参考様式２）

	□②「広島市グリーンパートナー事業（協賛金に係るものを除く。）」に参加し、花壇の維持管理を行っています。
	②　活動記録簿（活動状況写真を含む。）
（様式は任意）

	□③「広島市ふれあい樹林事業」に参加し、緑地保全のための維持管理活動を行っています。
	③　活動記録簿（活動状況写真を含む。）
（様式は任意）

	□⒃　「ひろしま型地域貢献企業」の認定を受けていること。
【評価対象の実績】
申請日（基準日）において、広島市長から「ひろしま型地域貢献企業」の認定を受けています。
	次の書類を提出します。

広島市が交付する「ひろしま型地域貢献企業」認定通知書の写し

	□⒄　認知症の人にやさしい地域づくりへの取組実績があること。
	認知症サポーター養成講座実施報告書（健康福祉局地域包括ケア推進課に依頼し、交付されたもの。）の写し

	□⒅　障害者差別解消に向けた取組実績があること。
	「みんなのお店ひろしま」宣言書の写し



≪記入要領等≫
１　「社会的評価項目の取組状況」のうち、公告に定める審査基準を満たすものについて申請しようとする場合には、その評価対象に☑を記入するとともに、様式に応じて、【社会的評価項目の実績】の欄にはその実績の内容等を記入してください。
２　☑に記した実績に応じた「証明する資料」を提出してください。
6
